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ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

コ
ー
ス
名

８
月

講
習
時
間

午
前
コ
ー
ス

20
日
㈯
9
時
30
分
〜
12
時

午
後
コ
ー
ス

14
日
㈰

28
日
㈰
13
時
30
分
〜
16
時

夜
間
コ
ー
ス

10
日
㈬

26
日
㈮
18
時
〜
20
時
30
分

内
容
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
機
器
を
利
用
す

る
た
め
の
説
明
と
実
技　

対
象
15
歳

以
上
の
方（
中
学
生
を
除
く
）　

定
員

各
回
20
名　

費
用
２
０
０
円（
施
設

使
用
料
）　

申
込
み
８
月
１
日
㈪
、９

時
か
ら
講
習
日
の
前
日
ま
で
に
費
用

を
持
っ
て
市
民
総
合
体
育
館
へ
☎
２

９
５
２
‐
０
５
１
１

日
時
９
月
１
・
２
・
６
〜
８
日
の
火
・

水
・
木
・
金
曜
日
、10
時
〜
11
時
30
分

場
所
入
間
川
小
学
校　

対
象
市
内
在

住
・
在
勤
の
女
性　

定
員
20
名　

費

用
５
０
０
円（
保
険
料
）　

申
込
み
８

月
９
日
㈫
か
ら
費
用
と
印
鑑
を
持
っ

て
体
育
課
へ
内
線
５
７
１
２

日
時
９
月
４
日
㈰
、10
時
〜
12
時　

場
所
市
役
所
６
階
会
議
室　

内
容
け

が
予
防
な
ど
に
効
果
が
あ
る
テ
ー
プ

の
巻
き
方　

対
象
市
内
在
住
・
在
勤

の
方　

定
員
40
名　

費
用
１
千
５
０

０
円（
テ
ー
プ
代
、当
日
集
金
）　

申

込
み
８
月
８
日
㈪
か
ら
体
育
課（
電

話
も
可
）へ
内
線
５
７
１
２

日
時
９
月
10
日
㈯
、６
時
市
役
所
集

合　

場
所
三
峰
山
方
面　

対
象
市
内

在
住
・
在
勤
の
方　

定
員
40
名（
多
数

は
抽
選
）　

費
用
高
校
生
以
上
４
千

円
、中
学
生
以
下
２
千
円（
保
険
料
な

ど
）　

持
参
品
弁
当
、飲
み
物
、タ
オ

ル
、雨
具
な
ど　

申
込
み
８
月
19
日

㈮
、10
時
〜
10
時
15
分
に
費
用
を
持

っ
て
市
役
所
６
階
会
議
室（
１
名
で

２
名
分
ま
で
申
し
込
み
可
）へ　

問

合
せ
体
育
課
へ
内
線
５
７
１
１

日
時
８
月
14
日
㈰
、９
時
〜
12
時
と

20
日
㈯
、13
時
〜
17
時　

内
容
運
動

メ
ニ
ュ
ー
作
成
・
運
動
指
導
、栄
養
・

休
養
処
方
と
指
導　

対
象
15
歳
以
上

の
方（
中
学
生
を
除
く
）　

申
込
み
相

談
日
の
前
日
ま
で
に
市
民
総
合
体
育

館
へ
☎
２
９
５
２
‐
０
５
１
１

図
書
館

図
書
館

◆
休
館
日
・
時
間
外
の
資
料
返
却

　

正
面
玄
関
わ
き
の
ブ
ッ
ク
ポ
ス
ト

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。た
だ
し
Ｃ
Ｄ
・

ビ
デ
オ
は
開
館
日
に
中
央
図
書
館
３

階
返
却
カ
ウ
ン
タ
ー
へ
お
返
し
く
だ

さ
い
。ま
た
、狭
山
市
駅
市
民
サ
ー
ビ

ス
コ
ー
ナ
ー
で
も
返
却
資
料
を
お
預

か
り
し
て
い
ま
す
。

◆
８
月
の
休
館
日

１
・
２
・
８
・
15
・
22
・
29
・
31
日

☎
２
９
５
４
‐
４
６
４
６

◆
入
間
川
七
夕
ま
つ
り
開
催
日
の

閉
館
時
間
を
変
更

　

８
月
６
日
㈯
は
、館
内
の
混
雑
を

避
け
る
た
め
17
時
に
閉
館
し
ま
す
。

◆
市
民
文
芸
さ
や
ま
の
作
品
を
募
集

募
集
作
品
▼
俳
句・

童
句
・
川
柳
…
５

句
ま
で
▼
短
歌
…

５
首
ま
で
▼
詩
…

本
文
30
行
以
内
で

２
編
ま
で
▼
随
筆・

童
話
…
指
定
原
稿
用
紙
５
枚
以
内
１

編
ま
で　

※
い
ず
れ
も
未
発
表
で
一

人
２
部
門（
随
筆
と
童
話
の
双
方
へ

の
応
募
は
不
可
）に
限
る
。原
本
と
写

し
を
各
１
部
提
出
。は
が
き
で
の
応

募
は
不
可　

対
象
市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
中
学
生
以
上
の
方
、市
内
の

公
民
館
・
集
会
所
な
ど
で
活
動
し
て

い
る
方　

申
込
み
９
月
１
日
㈭
〜
30

日
㈮
に
中
央
図
書
館
へ

◆
対
面
朗
読
サ
ー
ビ
ス

　

視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
や
高
齢
者

の
方
な
ど
に
、資
料
を
音
訳
す
る
対

面
朗
読
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま

す
。ま
た
、来
館
が
困
難
な
場
合
は
、

移
動
図
書
館
駐
車
場
で
も
資
料
を
受

け
渡
し
ま
す
。利
用
方
法
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
８
月
の
お
は
な
し
会

ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
く
ら
ぶ
お
は
な
し
会
／

日
時
10
日
㈬
、11
時
か
ら　

対
象
未

就
園
児
と
保
護
者　

ち
び
ぞ
う
ク
ラ

ブ
／
日
時
18
日
㈭
、10
時
30
分
と
15

時
か
ら　

対
象
未
就
学
児
と
保
護
者

ぱ
か
ぱ
か
お
は
な
し
ば
こ
／
日
時
19

日
㈮
、11
時
か
ら　

対
象
未
就
園
児

と
保
護
者　

朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

読
み
聞
か
せ
／
日
時
21
日
㈰
、14
時

か
ら　

ぶ
ん
こ
の
ポ
ケ
ッ
ト
／
日
時

27
日
㈯
、14
時
か
ら　

対
象
小
学
２

年
生
以
下

◆
子
ど
も
映
画
会

日
時
・
内
容
▼
８
月
６
日
㈯
、14
時
か

ら
…
月
の
輪
グ
マ
、３
丁
目
物
語
・
夏

▼
８
月
11
日
㈭
、13
時
30
分
…
３
丁

目
物
語
・
お
と
も
だ
ち
、フ
ォ
ッ
ク
ス

ウ
ッ
ド
物
語
▼
８
月
20
日
㈯
、13
時

30
分
か
ら
…
ジ
ャ
ン
グ
ル
大
帝
、黄

金
の
か
も
し
か

入
間
市
・
所
沢
市
１
・
２
・
８
・
15
・
22
・

29
日　

飯
能
市
・
川
越
市
１
・
２
・
８
・

15
・
22
・
29
・
31
日（
川
越
駅
東
口
図
書

館
の
休
館
日
は
１
・
２
・
９
・
16
・
23
・

30
・
31
日
）

こ
ど
も
動
物
園

博
物
館

「
堀
兼
・
上
赤
坂
の
森
」に
皆
さ
ん
の
一
票
を

　

県
の「
緑
の
ト
ラ
ス
ト
保
全

第
８
号
地
」の
候
補
地
と
し
て
、

「
堀
兼
・
上
赤
坂
の
森
」が
選
出

さ
れ
、８
月
17
日
㈬
ま
で
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
は
が
き
な
ど
で

県
民
投
票
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
せ
み
ど
り
公
園
課
へ

内
線
３
６
７
４

■ 

暮
ら
し
の
情
報（
堀
兼
・
上
赤
坂
の
森
に
皆
さ
ん
の
一
票
を
／
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
／
図
書
館
）
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こ
ど
も
動
物
園

こ
ど
も
動
物
園

 

☎
２
９
５
３
‐
９
７
７
９

　

い
ず
れ
も
入
園
料
の
み
費
用
が
か

か
り
ま
す
。

◆
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ガ
イ
ド

日
時
７
月
31
日
〜
９
月
４
日
の
毎
週

日
曜
日
、13
時
〜
13
時
20
分　

内
容

カ
ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
の

話
、昆
虫
と
の
ふ
れ
あ
い

◆
夏
の
昆
虫
展

日
時
７
月
31
日
㈰
〜

９
月
４
日
㈰
、９
時

30
分
〜
16
時
30
分　

内
容
世
界
の
カ
ブ
ト

ム
シ
、ク
ワ
ガ
タ
ム
シ

な
ど
の
生
体
と
標
本
の
展
示
。カ
ブ

ト
ム
シ
の
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ナ
ー
な
ど

博
物
館

博
物
館

 

☎
２
９
５
５
‐
３
８
０
４

◆
ひ
の
う
え
先
生
の
ち
ぎ
り
絵
で

絵
本
を
創つ
く

ろ
う

　

狭
山
に
伝
わ
る
妖
怪「
だ
い
だ
ら

ぼ
っ
ち
」の
お
話
の
絵
本
を
創
り
ま

す
。夏
休
み
の
宿
題
に
も
ぴ
っ
た
り

で
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
８
月
25
日
㈭
、10
時
〜
12
時
と

14
時
〜
16
時　

対
象
小
学
生
以
下
の

児
童
と
保
護
者　

定
員
各
回
20
組　

費
用
１
千
６
０
０
円　

申
込
み
８
月

10
日
㈬
、９
時
か
ら
電
話
で
博
物
館
へ

障害がある方・難病の方に手当を支給します

重 度 の 障 害 が あ る 方 へ の 国 の 手 当

一 定 の 障 害 が あ る 方 へ の 市 の 手 当

難病の方と小児慢性特定疾患の子どもへの市の手当

障 害 が あ る 子 ど も の 保 護 者 へ の 国 の 手 当

■ 

暮
ら
し
の
情
報（
障
害
が
あ
る
方
・
難
病
の
方
に
手
当
を
支
給
／
こ
ど
も
動
物
園
／
博
物
館
）

■特別障害者手当
対象精神または身体の重度の障害で日常生活におい
て常時特別の介護が必要な、次のいずれかに該当す
る20歳以上の方　①身体障害者手帳1・2級、療育手帳
Ⓐ程度の障害が重複している　②ひとつの障害でも
①と同程度の状態にある（肢体不自由や精神障害で
日常生活において全面的に介助が必要。内部障害な
どで絶対安静の状態にあるなど）　※施設に入所し
ている方や継続して3か月を超えて入院している方
を除く。所得制限あり　手当の月額26,520円

■経過的措置による福祉手当
対象制度改正（昭和61年4月1日）以前に20歳以上で、

制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特
別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方　※
施設に入所している方を除く。所得制限あり　手当
の月額14,430円

■障害児福祉手当
対象重度の障害で日常生活で常時介護が必要な、お
おむね次のいずれかに該当する20歳未満の方　①身
体障害者手帳1級と2級の一部　②療育手帳Ⓐ　③精
神障害、血液疾患、肝臓疾患などで①・②と同程度の
障害がある　※障害を支給理由とする年金を受けて
いる方や施設に入所している方を除く。所得制限あ
り　手当の月額14,430円

■難病患者福祉手当
対象ネフローゼ症候群・先天性血液凝固因子欠乏症・
埼玉県指定疾患医療給付制度に基づく特定疾患の各
疾患を有する方、小児慢性特定疾患で埼玉県より小

児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている
方　※施設に入所していたり、他の手当を受けてい
ることによる支給の制限はありません　手当の月額
6,000円

■特別児童扶養手当
対象精神または身体におおむね次の一定の障害のあ
る20歳未満の子どもを養育している保護者　①身体
障害者手帳1級～3級と4級の一部　②療育手帳Ⓐ～Ｂ

③その他①・②と同程度の障害がある　※子どもが障
害を支給理由とする年金を受けている場合や施設に
入所している場合を除く。所得制限あり　手当の月額
（障害の程度） ▼重度…50,900円 ▼中度…33,900円

■在宅心身障害者福祉手当
対象次のいずれかに該当する方　①身体障害者手帳1
～3級（3級は20歳未満）　②療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂ・Ｃ（Ｂは
20歳未満、Ｃは20歳以上）　③精神障害者保健福祉手帳
1級など①・②と同程度の障害があると認められる

※施設に入所している方と特別障害者手当、障害児福
祉手当、経過的措置による福祉手当をすでに受給して
いる方を除く　手当の月額（障害の程度） ▽身体障害者
手帳1～3級…7,000円 ▽療育手帳 ▼Ⓐ・Ａ・Ｂ…7,000円 ▼
Ｃ…3,000円 ▽精神障害者保健福祉手帳1級…7,000円

問合せいずれも障害者福祉課へ内線1591


